
市
民
活
動
支
援
補
助
金
　
　
　
　

（
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
）と
は

　

公
益
的
活
動
を
行
う
市
民
活
動
団
体
な
ど

が
、
地
域
活
性
化
の
た
め
に
自
ら
企
画
し
実
施

す
る
公
益
的
な
事
業
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
事
業

　

次
を
満
た
す
事
業
で
あ
る
こ
と

▼�

地
域
活
性
化
の
た
め
に
応
募
団
体
自
ら
が
企

画
・
立
案
・
実
施
す
る
市
民
活
動
に
該
当
す

る
こ
と

▼�

事
業
の
内
容
、
時
期
、
経
費
な
ど
が
当
該
団

体
な
ど
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
適
当
で

あ
る
と
市
長
が
認
め
た
も
の

＊
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
で
き
る
団
体

　

次
の
全
て
を
満
た
す
団
体
で
あ
る
こ
と

▼
構
成
員
が
５
人
以
上

▼�

構
成
員
の
過
半
数
が
本
市
に
住
所
を
有
す
る

こ
と　

▼ 

公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
活
動
を
行
う
任
意

団
体
ま
た
は
特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
ど

▼ 

活
動
拠
点
が
市
内
で
、
か
つ
市
内
に
お
い
て

活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と

＊�

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
団
体

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
お
よ
び
自
治
会

▼
宗
教
活
動
な
ど
を
目
的
と
す
る
団
体

▼
政
治
活
動
な
ど
を
目
的
と
す
る
団
体

▼�

暴
力
団
員
が
構
成
員
に
含
ま
れ
る
団
体
も

し
く
は
そ
の
暴
力
団
員
の
統
制
下
に
あ
る

団
体

▼�

性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
構
成
員

に
含
ま
れ
る
団
体

補
助
の
対
象
と
な
る
経
費

　

事
業
の
実
施
に
直
接
必
要
と
な
る
経
費
が
対

象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
団
体
の
経
常
的
な

管
理
運
営
経
費
は
、
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
次
に
該
当
す
る
も
の
も
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

▼�

構
成
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
会
合
の
飲
食
お
よ
び

親
睦
に
要
す
る
経
費

▼�

構
成
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
人
件

費
な
ど

▼
記
念
品
、
金
券
な
ど
の
購
入
経
費

▼�

備
品
購
入
費
、
施
設
整
備
ま
た
は
改
修
な
ど

に
要
す
る
経
費

▼
不
動
産
の
取
得
な
ど
に
要
す
る
経
費

補
助
金
の
額
・
補
助
の
限
度
額

　

補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
に
、
補

※

助
回
数
に

応
じ
た
補
助
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
補
助
金
の

額
と
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
か
ら
、

補
助
の
対
象
と
な
る
事
業
の
実
施
に
よ
り
得
ら

れ
る
収
入
を
差
し
引
い
て
得
た
額
が
、
補
助
回

数
に
応
じ
た
補
助
率
を
乗
じ
て
得
た
額
よ
り
低

い
と
き
は
、
収
入
を
差
し
引
い
て
得
た
額
と
し

ま
す
。

　

ま
た
、
１
件
当
た
り
１
０
０
万
円
を
補
助
金

の
上
限
と
し
ま
す
。（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

　

な
お
、
薩
摩
川
内
市
提
案
公
募
補
助
金
の
交

付
を
受
け
て
い
た
事
業（
団
体
）は
、
同
補
助
金

の
交
付
を
受
け
た
回
数
を
、
本
補
助
金
の
回
数

に
通
算
し
ま
す
。

※
補
助
回
数
に
応
じ
た
補
助
率
＝

▼
１
回
目
＝
８
割

▼
２
回
目
＝
６
割

▼
３
回
目
＝
５
割

▼
４
回
目
＝
３
割

応
募
方
法

　

次
の
関
係
書
類
に
必
要
な
事
項
を
記
入
の

上
、
２
月
13
日（
金
）ま
で
に
、
本
庁
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
課
ま
で
送
付
ま
た
は
直
接
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

【
関
係
書
類
】＝

▼
市
民
活
動
支
援
補
助
金
申
込
書

▼
事
業
計
画
書
・
事
業
収
支
計
画
書

▼
団
体
に
関
す
る
調
書

▼
団
体
構
成
員
名
簿

▼�

他
の
制
度
に
よ
る
補
助
・
助
成
ま
た
は
委
託

事
業
の
申
請
状
況

＊�

関
係
書
類
の
様
式
は
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（

http://w
w
w
.city.satsum

asendai.lg.jp/

）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
本
庁
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
、
各
支
所
地
域
振
興
課
ま
た

は
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
も
備
え

付
け
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
申
込
先
】＝
〒
８
９
５
―
８
６
５
０　

神
田
町

３
番
22
号　

本
庁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課

そ
の
他

　

応
募
書
類
提
出
後
に
も
、
審
査
に
必
要
な
他

の
関
係
書
類
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。
当
初
応
募
時
に
提
出
し
て
い
た
だ
い

た
書
類
を
含
め
、
一
切
の
書
類
は
返
却
し
ま
せ

ん
。

　

市
民
活
動
支
援
補
助
金
の
応
募
の
た
め
、
市

に
提
出
し
て
い
た
だ
い
た
一
切
の
書
類
に
記
載

さ
れ
て
い
る
事
項
は
、
原
則
と
し
て
公
開
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

日
本
に
住
所
が
あ
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の

方
は
、
国
民
年
金（
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
を

含
む
）に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
加

入
種
別
は
左
表
の
３
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
就

職
や
退
職
、
結
婚
な
ど
に
よ
り
、
年
金
の
種
類

や
保
険
料
の
納
め
方
が
変
わ
る
場
合
は
、
そ
の

都
度
、
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
将
来
受
け
取
れ

る
年
金
が
減
っ
た
り
、
受
け
取
れ
な
く
な
っ
た

り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

こ
ん
な
と
き
に
は
届
け
出
が
　
　

必
要
で
す

20
歳
に
な
っ
た
と
き

　

学
生
、
自
営
業
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
な
ど
厚

生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
方

【
必
要
な
も
の
】＝

▼
印
鑑（
本
人
手
続
き
の
場
合
は
不
要�

）

▼
身
分
証（
免
許
証
な
ど
）

▼
年
金
事
務
所
か
ら
届
い
た
書
類

▼�

学
生
証
の
写
し
ま
た
は
在
学
証
明
書（
免
除

申
請
す
る
場
合
）

離
職
・
退
職
し
た
と
き

　

会
社
や
役
所
を
離
職
・
退
職
し
た
20
歳
か
ら

60
歳
未
満
の
方

【
必
要
な
も
の
】＝

▼
印
鑑（
本
人
手
続
き
の
場
合
は
不
要
）

▼
身
分
証（
免
許
証
な
ど
）

▼
年
金
手
帳

▼�

離
職
、
退
職
日
が
分
か
る
書
類（
資
格
喪
失

連
絡
票
や
退
職
辞
令
な
ど
。
免
除
申
請
す
る

場
合
は
、
離
職
票
な
ど
が
別
に
必
要
）

配
偶
者
の
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き

　

被
扶
養
者
本
人
の
収
入
増
や
配
偶
者
と
の
離

婚
、
配
偶
者
の
退
職
・
死
亡
に
よ
り
、
厚
生
年

金
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ

な
く
な
っ
た
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方

【
必
要
な
も
の
】＝

▼
印
鑑（
本
人
手
続
き
の
場
合
は
不
要
）

▼
身
分
証（
免
許
証
な
ど
）

▼
年
金
手
帳

▼
扶
養
さ
れ
な
く
な
っ
た
日
が
分
か
る
書
類

任
意
加
入
し
た
い
と
き（
60
歳
以
降
）

　

資
格
期
間
を
満
た
し
た
い
方
や
年
金
額
を
増

や
し
た
い
方

【
必
要
な
も
の
】＝

▼
印
鑑（
本
人
手
続
き
の
場
合
は
不
要
）

▼
身
分
証（
免
許
証
な
ど
）

▼
年
金
手
帳

▼
預
金
通
帳
と
届
出
印

【
届
出
先
】＝
本
庁
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所

地
域
振
興
課

＊�
20
歳
以
上
の
方
が
就
職
し
た
と
き
、
結
婚
や

退
職
で
配
偶
者
の
扶
養
に
入
っ
た
と
き
、
配

偶
者
が
会
社
を
変
わ
っ
た
と
き
は
、
就
職
先

ま
た
は
配
偶
者
の
勤
務
先
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
　
　

困
難
な
と
き
に
は

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
の
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
り
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま

た
は
猶
予
さ
れ
る｢

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・

納
付
猶
予
制
度｣

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
　
　
　
　
　

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
ま
ま
２
年

を
超
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
は
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
27
年
９
月
ま
で
の
期
間
に
限

り
、
過
去
10
年
以
内
の
納
め
忘
れ
た
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
る｢

後
納
制
度｣

が
ご
利
用

で
き
ま
す
。（
す
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
、
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
）

　

後
納
制
度
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
た
め

に
は
、
事
前
に
年
金
事
務
所
へ
申
し
込
み
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
後
納
制
度
の
利
点
】＝

▼
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
増
額
で
き
ま
す
。

▼�

年
金
の
受
給
資
格
が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

市
民
の
市
民
に
よ
る
市
民
の
た
め
の
事
業
を

募
集
し
ま
す
～
市
民
活
動
支
援
補
助
金（
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
）～
　

【
問
合
先
】＝
本
庁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
生
涯
学
習
グ
ル
ー
プ

（
23
）５
１
１
１（
内
線
４
６
１
２
）

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル（
予
定
）

２
月
下
旬　

一
次
審
査（
書
類
審
査
）

３
月
中
旬　

�

二
次
審
査（
公
開
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
）

　
　
　
　
　

�

＊�

応
募
団
体
に
よ
る
事
業
内
容

の
発
表

４
月　
　
　

補
助
事
業
決
定

被保険者の
種類 対象者 届出先

第１号
被保険者

・20歳以上の学生
・�農林漁業・商業などの自営業者やその
家族（第２号・第３号被保険者に当ては
まらない方）

市役所

第２号
被保険者 会社員、公務員など 勤務先

第３号
被保険者

会社員などに扶養されている20歳以上60
歳未満の配偶者

配偶者の
勤務先

国
民
年
金
の
届
け
出
は
お
済
み
で
す
か

【
問
合
先
】＝
▼
本
庁
保
険
年
金
課
国
民
年
金
グ
ル
ー
プ�

（
23
）５
１
１
１（
内
線
２
８
２
１
）

　
　
　
　
　

▼
川
内
年
金
事
務
所　
　
　
　
　
　
　

���

（
22
）５
２
７
６

＊
一
般
的
な
年
金
相
談
＝
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　
　

���

０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

＊
後
納
制
度
＝
国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

���

０
５
７
０（
０
１
１
）０
５
０
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